
居宅介護

重度訪問介護

行動援護

福祉専門職員配置等

１　40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型
３　Ⅲ型
４　Ⅳ型
５　Ⅴ型

特定事業所

小規模定員加算対象（注4） 　１　なし　　２　あり

地域生活移行個別支援 　１　なし　　２　あり

夜間支援体制 　１　なし　　２　あり（対象利用者数　　　人）　

送迎体制 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ

職員欠如 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ

リハビリテーション加算

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス 定員規模 人員配置区分 その他該当する体制等
適用開始日

定員数

各サービス共通 地域区分

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

職員欠如

定員超過

福祉専門職員配置等

定員超過 　１　なし　　２　あり

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

　１　なし　　２　あり

施設区分

　１　なし　　２　あり

　１　福祉型　　２　医療型

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

経過的給付 　１　なし　　２　あり

１　なし　　２　定員8人以上　３　定員21人以上

栄養士配置

重度障害者支援Ⅰ体制

職員欠如 　１　なし　　２　あり

大規模住居

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数

　１　なし　　２　あり

職員欠如 　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

単独型加算

職員欠如

食事提供体制

職員欠如 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

自立生活支援体制 　１　なし　　２　あり

栄養士配置 １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

保障単位数

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

１  Ⅰ型(4:1)
２  Ⅱ型(5:1)
３  Ⅲ型(6:1)

特別対策激変緩和加算対象

１　40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上

夜勤職員配置体制

定員超過

夜間看護体制

地域生活移行個別支援

重度障害者支援体制

特定事業所

施設区分

特定事業所

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

視覚・聴覚等支援体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等

定員超過

施設入所支援

短期入所

共同生活介護

生活介護 　

療養介護

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

１ Ⅰ型(1.7:1)
２ Ⅱ型(2:1)
３ Ⅲ型(2.5:1)
４ Ⅳ型(3:1)
５ Ⅴ型(3.5:1)
６ Ⅵ型(4:1)
７ Ⅶ型(4.5:1)
８ Ⅷ型(5:1)
９ Ⅸ型(5.5:1)
10 Ⅹ型(6:1)

特別対策激変緩和加算対象

重度障害者支援Ⅱ体制

１　児童デイサービスⅠ
２　児童デイサービスⅡ

児童デイサービス
１　10人以下
２　11人以上20人以下
３　21人以上

指導員加配加算

(別添７)



注　   網掛けは、報酬改定により新たに追加された項目です。

注１　「人員配置区分」欄には、報酬算定上の区分を記載してください。

注２　「地域区分」欄には、①特別区、②特甲地、③甲地、④乙地、⑤丙地のいずれか該当する区分を記載してください。

注３　「福祉専門職員配置等」欄について、福祉専門職配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の要件を満たす事業所は「２あり」を設定する

注４　「小規模定員加算対象」欄については施設入所において加算として算定しないので、当該項目は「１なし」を必ず設定する。

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

就労移行支援体制

１　なし
２　定着率が５分以上１割５分未満
３　定着率が１割５分以上２割５分未満
４　定着率が２割５分以上３割５分未満
５　定着率が３割５分以上４割５分未満
６　定着率が４割５分以上

保障単位数

視覚・聴覚等支援体制 　１　なし　　２　あり

精神障害者退院支援施設 　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり地域生活移行個別支援

福祉専門職員配置等

自立生活支援

　１　なし　　２　あり

職員欠如

大規模住居 １　なし　　２　定員8人以上　３　定員21人以上

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

精神障害者退院支援施設 　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

就労継続A型利用者負担減免 　１　なし　　２　減額（　　　　円）　　３　免除

就労支援関係研修修了

　１　一般型　　２　資格取得型

地域区分

適用開始日
その他該当する体制等

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

人員配置区分

各サービス共通

定員数

就労移行支援

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

提供サービス 定員規模

訓
練
等
給
付

就労継続支援

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

自立訓練

１ Ⅰ型(7.5:1)
２ Ⅱ型(10:1)

職員欠如 　１　なし　　２　あり

目標工賃達成 　１　なし　　２　Ⅰ型　３　Ⅱ型

定員超過

就労移行支援体制

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

職員欠如 　１　なし　　２　あり

目標工賃達成指導員配置 　１　なし　　２　あり

重度者支援体制

視覚・聴覚等支援体制

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　３　あり

　１　なし　　２　あり

視覚・聴覚等支援体制

施設区分

通勤者生活支援

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

１　機能訓練　　２　生活訓練　　３　生活訓練（宿泊型）

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算

　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

定員超過

　１　なし　　２　あり

施設区分

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

食事提供体制

施設区分

標準期間超過

地域移行支援体制強化

標準期間超過

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

特別対策激変緩和加算対象

職員欠如

短期滞在

訪問訓練

食事提供体制

地域生活移行個別支援

保障単位数

視覚障害機能訓練専門
職員配置

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１ Ａ型　２ Ｂ型

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

経過的居宅介護利用型 　１　非該当　２　該当

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

相談支援事業

夜間防災体制 　１　なし　　２　あり（対象利用者数　　　人）　

共同生活援助

１  Ⅲ型(6:1)
２　Ⅳ型(10:1)
３  Ⅰ型(4:1)
４  Ⅱ型(5:1)

特定事業所



特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５）

　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

食事提供体制

定員超過

栄養士配置（注４）

重度重複障害者加算

常勤医師配置 　１　なし　　２　あり

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

視覚･聴覚言語障害者支援体制

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

定員超過

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

食事提供体制

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

視覚･聴覚言語障害者支援体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５）

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

旧身体障害者更生施設支援（入所）

旧身体障害者更生施設支援（通所）

旧身体障害者療護施設支援（入所）

旧身体障害者療護施設支援（通所）

旧身体障害者授産施設支援（通所）

１　10 人
２　11 人以上20 人以下
３　30 人以上40 人以下
４　41 人以上60 人以下
５　61 人以上90 人以下
６　91 人以上

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上

１　4 人
２　5 人以上10 人以下
３　11 人以上20 人以下

旧身体障害者授産施設支援（入所）

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

定員超過

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象

定員超過

重度重複障害者加算

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数

定員超過

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

看護師加算 　１　なし　　２　あり

神経内科医配置

　１　なし　　２　あり食事提供体制

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地各サービス共通 地域区分

重度重複障害者加算

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

常勤医師配置 　１　なし　　２　あり

介護給付費（旧法施設支援）の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス 定員規模 その他該当する体制等
適用開始日

定員数

（別添７－１）



自活訓練加算（Ⅰ） 　１　なし　　２　あり

強度行動障害者特別支援加算

注　　 網掛けは、報酬改定により新たに追加された項目です。

　１　なし　　２　あり

各サービス共通 地域区分

（　　　　　　　　）単位保障単位数

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５）

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

適用開始日

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

旧知的障害者更生施設支援（入所）

　１　なし　　２　あり

重度重複障害者加算

　１　なし　　２　あり

旧知的障害者更生施設支援（通所）

定員超過

提供サービス 定員数 定員規模 その他該当する体制等

旧知的障害者通勤寮支援

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

定員超過

（　　　　　　　　）単位

旧知的障害者授産施設支援（入所）

旧知的障害者授産施設支援（通所）

注１　「地域区分」欄には、①特別区、②特甲地、③甲地、④乙地、⑤丙地のいずれか該当する区分を記載してください。

注２　「特別対策激変緩和加算対象」欄が「２あり」の場合は、市町村への給付費請求時に添付した「激変緩和加算に係る利用実績記録票」
　　　（算定シート⑦又は⑧、直近のもの）の写しを添付すること。

栄養管理体制

１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

自活訓練加算（Ⅰ）

１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上 定員超過

注３　「保障単位数(助成算定基準単位数）」欄には、特別対策激変漢和加算の算定シート⑦(旧法施設相互利用あり）に該当する場合について、
　　　当該算定シート⑦の「当該施設の助成算定基準単位数」（⑱欄）の値を記入すること。※算定シート⑧（旧法施設相互利用なし）に該当する場合は記入不要

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

栄養管理体制

食事提供体制

自活訓練加算（Ⅱ）

重度重複障害者加算

１　10 人
２　11 人以上20 人以下
３　30 人以上40 人以下
４　41 人以上60 人以下
５　61 人以上90 人以下
６　91 人以上

重度重複障害者加算

福祉専門職員配置等（注５）

保障単位数

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

特別対策激変緩和加算対象

保障単位数

栄養士配置（注４）

定員超過

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

定員超過 　１　なし　　２　あり

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

注４   栄養士配置は旧法施設において加算として算定しないので、当該項目は原則「１なし」を設定する。
　　　 ただし、療養食加算の要件を満たす事業所においては、当該項目を「２～４」で設定する。

注５　 福祉専門職員配置等加算は旧法施設において加算として算定しないので、当該項目は「１なし」を必ず設定する。

自活訓練加算（Ⅱ） 　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位



注    

注１　「定員規模」欄には、定員数を記入すること.               　　　　

注２　

注３　

注４　

注５　

注６　

注７　

注８　

注９　

注１０

注１１

注１２「福祉専門職員配置等」欄について、福祉専門職配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の要件を満たす事業所は「2 あり」を設定する

＊必要に応じ適宜添付書類を提出すること。

　１　なし　　２　あり

 網掛けは、報酬改定により新たに追加された項目です。

　１　なし　　２　あり

「自活訓練加算」は知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症施設が対象

「看護師配置加算」は知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児施設が対象

　栄養士配置加算（Ⅰ）についは「３：常勤栄養士または４：常勤管理栄養士」を選択する。
  栄養士配置加算（Ⅱ）については「２：その他栄養士」を選択する。
　栄養マネジメント加算については「４：常勤管理栄養士」を選択する。

自活訓練加算（Ⅰ） 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

心理担当職員の配置

　１　なし　　２　あり重度知的障害児収容棟の設置

　１　なし　　２　あり肢体不自由児施設重度病棟の設置

　１　なし　　２　あり強度行動障害加算体制の整備

小規模施設としての加算体制

()人

地　域　区　分

重度盲ろうあ児支援加算

看護師の配置

職業指導員体制

栄養士配置 １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

障害児施設給付費の算定に係る体制等状況一覧表

施設種別 定員規模
適用開始日

その他該当する体制等

①百分の十三　　②百分の十一　③百分の十

④百分の八　　　⑤百分の七　　⑥百分の六

⑦百分の五　　　⑧百分の五　　⑨百分の四

⑩百分の三　　　⑪百分の二　　⑫百分の一

⑬その他              　     (        )

「心理担当職員配置加算」は知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児療護施設が対象

「重度知的障害児収容棟」は、昭和39年3月13日厚生省発児第39号厚生事務次官通知「重度知的障害児収容棟の設置について」昭和
39年3月13日児発第197号厚生省児童局長通知「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について」の要件を満たすこと。
 「肢体不自由児施設重度病棟」は、昭和39年9月12日厚生省発児第186号厚生事務次官通知「肢体不自由児施設重度病棟の設置につ
いて」昭和39年9月12日厚生省児発第８０９号厚生省児童家庭局長通知「重度肢体不自由児施設重度病棟の設備及び運営の基準につ
いて」の要件を満たすこと。

「強度行動障害加算」は知的障害児施設、第２種自閉症児施設のいずれかで、「厚生労働大臣が定める者等」の設備上の要件を満た
すこと。（平成16年１月16日障発第0106001号障害保健福祉部長通知「強度行動障害加算実施要綱」参照）

障害児通園施設の相互利用制
度体制の整備(受入可能対象
児）

自活訓練加算（Ⅱ）

　１　なし　　２　あり

定員超過 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

「地域区分」欄には、①～⑬のいずれか該当する区分を記載すること。

「職業指導員体制」は知的障害児施設、第2種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設が対象施設となる。

「小規模施設としての加算体制」は知的障害児施設、第2種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設が対象施設となり、人員上の要
件を満たすこと。

 障害児通園施設の相互利用制度体制の整備については、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設が対象。
（平成10年8月11日障障第39号障害福祉課長通知参照）

（別添７－２）
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